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女性の年齢階級別労働力率（国際比較）グラフ
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就業者及び管理的職業従事者における女性割合グラフ
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女女女
性性性
ととと
就就就
労労労

働
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、

結
婚
、
出
産
、
育
児
等
の
事
情
に

よ
り
就
業
を
た
め
ら
う
女
性
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
女
性
と
仕
事
に
ま
つ
わ

る
社
会
の
情
勢
を
紹
介
し
ま
す
。

働
く
女
性
が
増
え
、
様
々
な
分
野
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。
平
成
１５
年
か
ら
２４

年
の
間
の
就
業
者
数
の
増
減
を
見
る

と
、男
性
が
１０３
万
人
減
少
す
る
一
方
で
、

女
性
は
５７
万
人
増
加
し
て
い
ま
す
。※
１

し
か
し
働
き
た
い
と
思
い
な
が
ら

も
、
結
婚
、
出
産
、
育
児
等
の
事
情
に

よ
り
、
就
業
を
中
断
し
た
り
、
就
業
を

た
め
ら
う
女
性
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。男

女
共
同
参
画
社
会
は
、
女
性
も
男

性
も
自
分
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
で
す
。
そ
の
社
会
を
実
現
す

る
た
め
に
、
女
性
と
仕
事
に
ま
つ
わ
る

社
会
の
情
勢
を
紹
介
し
ま
す
。

女
性
と
仕
事
に
ま
つ
わ
る

日
本
の
課
題

女
性
の
活
躍
に
つ
い
て
、
我
が
国
全

体
で
は
、
二
つ
の
課
題
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

第
一
に
、
労
働
力
率
が
３０
〜
４０
歳
代

前
半
を
谷
と
し
た
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」
を

描
い
て
い
ま
す
（
グ
ラ
フ
１
）。
こ
れ

は
、
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
期
に
、
仕

事
と
の
両
立
困
難
等
か
ら
就
業
を
中
断

し
た
女
性
が
、
そ
の
後
育
児
が
終
わ
っ

て
か
ら
再
び
働
き
出
す
こ
と
が
多
い
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
女
性
が
仕
事
を
続

け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
反
映
し
て
い
ま

す
。
米
国
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
に
Ｍ
字
の

く
ぼ
み
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
出
産
、
育

児
の
負
担
が
女
性
に
偏
り
が
ち
な
日
本

と
そ
う
で
な
い
国
と
の
差
が
表
れ
て
い

ま
す
。

女
性
の
活
躍
推
進
に
む
け
て

二
つ
目
の
課
題
は
、
企
業
等
に
お
け

る
役
員
や
管
理
職
に
占
め
る
女
性
割
合

は
、
緩
や
か
に
伸
び
て
は
い
ま
す
が
、

依
然
と
し
て
低
い
水
準
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
政
府
は
「
指
導
的
地
位
に

占
め
る
女
性
の
割
合
を
２
０
２
０
年
ま

で
に
３０
％
程
度
」
と
す
る
目
標
を
掲
げ

て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
推

進
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
２４
年
に
お
け

る
全
就
業
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は

４２
・
３
％
で
あ
り
、
海
外
の
主
要
国
と

比
べ
て
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ま
せ
ん

（
グ
ラ
フ
２
）。
た
だ
し
、
管
理
的
職

業
に
お
け
る
女
性
の
割
合
は
、
欧
米
諸

国
の
ほ
か
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
と
比
べ
て

も
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

平
成
２５
年
３
月
に
公
表
さ
れ
た
独
立

行
政
法
人
労
働
政
策
研
修
・
研
修
機
構

「
男
女
正
社
員
の
キ
ャ
リ
ア
と
両
立
支

平成25年度 男女共同参画週間キャッチフレーズ
「紅一点じゃ、足りない。」 女性と就労平成25年度 男女共同参画週間キャッチフレーズ
「紅一点じゃ、足りない。」 女性と就労

資料：内閣府「平成25年版 男女共同参画白書」（平成25年6月）

資料：内閣府「平成25年版 男女共同参画白書」（平成25年6月）

※
１

内
閣
府
「
平
成
２５
年
度
版

男
女
共
同

参
画
白
書
」（
平
成
２５
年
６
月
よ
り
）
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一般従業員の昇進を望まない理由（300人以上の会社）グラフ
3
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夫婦の生活時間
（共働き世帯のうち、妻の週間就業時間が35時間以上の世帯）

グラフ
4

6歳未満児のいる夫の1日あたり家事・育児時間の国際比較グラフ
5
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うち育児の時間
家事関連時間全体

援
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
課
長

以
上
へ
の
昇
進
を
希
望
す
る
者
の
割
合

は
、
男
性
（
一
般
従
業
員
の
約
６
割
）

に
比
べ
て
女
性
（
一
般
従
業
員
の
約
１

割
）
は
顕
著
に
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
昇
進
を
望
ま
な
い
者
に
そ
の

理
由
を
尋
ね
る
と
、「
責
任
が
重
く
な

る
」、「
自
分
に
は
能
力
が
な
い
」
を
あ

げ
る
者
の
割
合
は
男
女
で
ほ
と
ん
ど
差

が
な
い
一
方
で
、
男
性
で
は
「
メ
リ
ッ

ト
が
な
い
ま
た
は
低
い
」、「
や
る
べ
き

仕
事
が
増
え
る
」と
い
う
理
由
が
多
く
、

女
性
で
は
「
仕
事
と
家
庭
の
両
立
が
困

難
に
な
る
」
や
「
周
り
に
同
性
の
管
理

職
が
い
な
い
」
と
い
う
理
由
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
（
グ
ラ
フ
３
）。

働
き
方
の
見
直
し

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

夫
婦
の
生
活
時
間
の
状
況
を
み
る

と
、
夫
の
家
事
・
育
児
・
介
護
等
に
関

わ
る
時
間
は
、
男
性
の
長
時
間
労
働
の

影
響
も
あ
っ
て
、
妻
の
就
業
状
況
に
関

わ
ら
ず
３０
分
程
度
と
非
常
に
短
く
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
我
が
国
の
夫
の
家

事
・
育
児
に
費
や
す
時
間
は
世
界
的
に

み
て
も
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す

（
グ
ラ
フ
４
・
５
）。
男
性
の
家
事
・

育
児
関
連
時
間
が
短
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
女
性
に
負
担
が
集
中
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
女
性
が
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
姿
勢
も
大
切
で
す
が
、
家
事
等

の
負
担
を
夫
婦
で
分
担
し
合
う
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
昇
進
を
望
む
女
性
も
増
え

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

女
性
に
も
男
性
に
も
す
べ
て
の
人
々

に
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
、
活
躍
で
き
る
社

会
の
構
築
を
目
指
し
て
、
長
時
間
労
働

の
抑
制
や
働
き
方
の
見
直
し
等
を
通
じ

て
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

資料：独立行政法人労働政策研修・研修機構
「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」（平成25年3月）

資料：内閣府「ひとりひとりが幸せな社会のために」（平成25年度版）

キ
ー
ワ
ー
ド
集

■
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

様
々
な
分
野
に
お
い
て
、
活
動
に
参

画
す
る
機
会
の
男
女
間
の
格
差
を
改

善
す
る
た
め
、
必
要
な
範
囲
内
に
お

い
て
、
男
女
の
い
ず
れ
か
一
方
に
対

し
、
活
動
に
参
画
す
る
機
会
を
積
極

的
に
提
供
す
る
も
の

■
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

老
若
男
女
誰
も
が
、
仕
事
、
家
庭
生

活
、
地
域
生
活
、
個
人
の
自
己
啓
発

な
ど
、
様
々
な
活
動
に
つ
い
て
、
自

ら
希
望
す
る
バ
ラ
ン
ス
で
展
開
で
き

る
状
態

キ
ー
ワ
ー
ド
集

■
労
働
力
率

１５
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
労
働
力
人

口（
就
業
者
＋
完
全
失
業
者
）の
割
合

■
指
導
的
地
位

①
議
会
議
員
、
②
法
人
・
団
体
等
に

お
け
る
課
長
相
当
職
以
上
の
者
、
③

専
門
的
・
技
術
的
な
職
業
の
う
ち
特

に
専
門
性
が
高
い
職
業
に
従
事
す
る

者
と
す
る
の
が
適
当
（
平
成
１９
年
男

女
共
同
参
画
会
議
決
定
）
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伊藤さんの再チャレンジについて詳しくお聞かせください。

短大を卒業後、4年間、商社のOLとして働いていました。結婚を機に退職後、16年間、専業主
婦として暮らしていました。夫の仕事が充実していくのに対し、私は家事と子育て中心の生活で、
社会から取り残されたような疎外感を感じていました。「社会とつながりたい」という気持ちで参
加したNPO活動がきっかけで、名古屋市男女平等参画推進センター「つながれっとNAGOYA」
の公募スタッフに応募し、働き始めました。プロジェクトコーディネーターとしても活躍し始めた
矢先、夫の仕事の都合でカナダに転居することになりました。カナダでは、ボランティア活動や語
学の勉強のほか、日本での活動報告を執筆しました。2年後、帰国し、職場復帰を果たしましたが、
新しいメンバー、環境・仕組みの変化にとまどい、私がカナダにいた間にスキルアップしていたメ
ンバーに後れをとってしまったような焦りは募る一方でした。しかし、「たった2年であっても自
分自身にブランクがあったことは事実、できなくても当たり前。復帰への期待が大きいほど、でき
ない自分に失望するのだ」と気づきました。一方で、ブランクの時期にやっていたことが活かされ
ていることもあります。カナダで執筆した実践事例報告が、国立女性会館の研究ジャーナルに掲載
されたことが認められ、短大卒業でも大学院を受験する資格を得られたのです。現在は、NPO活
動の傍ら、大学院の博士課程に在籍し、研究をしています。

再就職のイメージがわきません…
まず何から始めたら良いでしょう？

A．フットワークを軽くしましょう！
「働きたい」という気持ちがあるのなら、ま
ず行動しましょう。今回の講座に参加したのも
行動の一つ。みなさんは、すでに行動している
んですよ。
私も、公募スタッフの話があった時まず一歩
踏み出そうと思い応募しました。やれるかどう
かは分からなくても、まずやってみることが大
事。そこから道が開いていくこともあります。

子育てをしながら働くのってとても大変…
家族の協力が得られるか心配です…

A．何事も一緒にやることが大事
「あなたやってね。」と役割を決めるのではな
く、「一緒にやろう。」と誘うところから始めま
しょう。一緒に台所に立ったり、一緒に学校行
事にに参加したり。
徐々に夫に任せられることができたら、自分
のやり方を強制したりせずに、夫のやり方を尊
重して任せましょう。

女性には積極性がないのでは？という声もありますが…

A．まだまだこれからです！
男女雇用機会均等法が施行された年に働き始めた女性がやっ
と管理職になる年代になったところです。ですが、その当時か
ら現在まで働き続けてきた女性は非常に少ないです。今後活躍
する女性たちが出てくることに期待しています。決定権を持つ
場で仕事をするのは責任も大きいですが、充実感にもつながり
ます。女性は、これまでそのような経験経験をする機会が少な
かったと言えます。身近なロールモデルがいれば「私にもでき
そう」という女性も増えてくるはずです。そのためには男性中
心の雇用システムを変えることも重要だと思います。男性の働
き方も見直していかなければなりませんね。

伊藤講師に聞く！伊藤講師に聞く！

平成26年度男女共同参画講座「働きたいママのための再チャレンジ応援講座」の講師を務めてくだ
さった伊藤静香さんに「女性の再チャレンジ」についてお話を伺いました。
講座の詳しい内容については次ページをご覧ください。

伊藤 静香 氏
NPO法人参画プラネット常任理事
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2/27
（木）

3/6
（木）

岡崎市では、愛知労働局と連携して平成24年から市役所内に「岡崎市就労サポートセンター」を
開設しています。
就労サポートセンターでは、次のサービスを提供しています。

●ハローワークの職業検索端末機で、求人情報を提供
●ハローワークの職業相談員による就労に関する相談
●福祉相談員による生活に関する相談
●雇用就労関連情報の提供
●「若者おいでんクラブ」相談員による若年者の職業的自立支援

開設時間
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
9:00～16:00
※生活相談（予約制） 17:00まで
※職業相談の受付 15:30まで

場 所
岡崎市役所 西庁舎南棟1階
（岡崎市十王町2丁目9番地）

Ｔ Ｅ Ｌ
0564-23-6927

働きたいママのためのマネー講座

講師：社会保険労務士
小堀 美和氏

よく耳にする「103万円・130万円の壁」
について、また社会保険に入るメリットな
ど、これまで「難しそうだから…」と避け
てきた働くうえで重要な「お金」にまつわ
るお話をお聞きしました。
労働者として知っておきたい基礎知識を

学び、自分に合った働き方について考え、
働くことに対する価値観を見直すきっかけ
となる講座になりました。

もう一度働きたいあなたが今すべきこと

講師：NPO法人参画プラネット
伊藤 静香氏

いつ、どのようなタイミングで、どのよ
うに働いていこう…、いざ「働きたい！」
と思っても何から始めたら良いか分からな
いという方も多いと思います。同じ気持ち
をもったママたちが集まり、仕事から離れ
ている今の時期に何をすべきか考えるとと
もに、悩みを共有し、情報交換を図ること
ができました。「働きたい」気持ちを再確
認できる講座となりました。

岡崎市就労サポートセンター

「若者おいでんクラブ」とは…
岡崎市就労サポートセンター内に、概ね15歳か

ら40歳未満の求職者を対象とした若者就労サポー
ト機関「若者おいでんクラブ」を開設し、それぞれ
の状況、段階にあった就労のための個別支援を行っ
ています。
支援内容
社会人に必要なスキル（コミュニケーション、ビジ
ネスマナー、ビジネス文書、社会常識等）の養成、
パソコン指導、就職活動の進め方の指導、仕事体験
としてのボランティア活動 など
場 所 岡崎市役所 西庁舎南棟地下1階
開設時間 10:00～17:00
Ｔ Ｅ Ｌ 0564-23-7523

働きたいママのための再チャレンジ応援講座を開催しました

就労サポートセンターでは、求人
の受理、雇用保険の手続き、職業
訓練・失業給付の相談等は取り扱
えませんので、ご了承ください。
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電話相談（再掲）
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内閣府は毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」
期間とし、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。
岡崎市では、DV被害者の早期発見と女性相談活動の一層の充実を図り、あらゆる暴
力のない社会の実現を目的とし、平成25年11月24日（日）、25日（月）に「夫・恋人
からの暴力ホットライン」を実施しました。ホットライン実施期間中は、当番弁護
士による無料法律電話相談を準備し、専門性の高い問題解決のサポートにつなげま
した。

事 業 概 要
目的：「女性に対する暴力をなくす運動」（11月12日～25日）の一環として実施
対象：女性
期間：平成25年11月24日（日）、25日（月） 10:00～16:00
主催：岡崎市
共催：愛知県弁護士会西三河支部、NPO法人フェミニストサポートセンター東海

結 果 概 要

「夫・恋人からの暴力ホットライン」平成25年度実施報告「夫・恋人からの暴力ホットライン」平成25年度実施報告

（１）2日間における相談件数は25件でした。
うち弁護士相談に繋がった件数は3件でした。

（２）配偶者や恋人からの暴力に関する相談11件の内容は下記のとおり
●男女比 ●年齢別構成

■□30代

■□40代

■□60代

■□70代以上

■□配偶者等からの暴力に関する相談

□配偶者等からの暴力以外の相談

■□女性

□男性
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●暴力の内容（複数回答有） ●被害者と加害者の関係について

■□配偶者・元配偶者

■□交際相手・元交際相手

□その他

●対応処理

□問題整理

■□当番弁護士電話相談

■□岡崎市女性相談

■□行政相談

■□家庭裁判所等法務関係

■□民間団体

（３）夫・恋人からの暴力以外の相談14件の内容は下記のとおり
●男女比 ●年齢別構成

■□20代

■□40代

■□50代

■□60代

■□70代以上

□不詳

●相談内容 ●対応処理

□問題整理

■□当番弁護士電話相談

■□その他の法律相談

■□行政相談

■□民間団体

■□その他

たとえ、配偶者や恋人、パートナーであっても、あなたに暴力をふるうことは許されません。
もしも、あなたが身近な人からの暴力で悩んでいるのなら、決して自分を責めないでください。
あなたは、決して悪くありません。一人で悩まないで、まずは相談してみましょう。
専門知識をもった相談員が応じます。8ページの相談窓口をご覧ください。

■□身体的暴力
殴ったり蹴ったりする
など

■□精神的暴力
大声で怒鳴る、無視す
るなど

■□経済的暴力
外で働くことを妨害す
る、生活費を渡さない
など

■□性的暴力
性的行為を強要する、
避妊に協力しないなど

□社会的暴力
被害者の交友関係を制
限するなど

■□女性

□男性

■□人間関係
離婚、子ども、家庭不和
など

■□経済
生活困難、サラ金・借金
など

■□医療
病気、精神的問題など

□その他
分類ができなかったもの
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相談日時
火・木曜日
10時～16時

木～火曜日（祝日の水曜は実施）
9時～17時
第2・第4火・土曜日
14時～16時

月～金曜日（祝除）
9時30分～17時15分

月～金曜日（祝除）
9時～17時

月～金曜日 9時～21時
土・日曜日 9時～16時
火～金曜日 9時～17時
（水は20時30分まで）

月曜日
10時～12時

月曜日
14時～15時30分
月～金曜日（祝除）
9時～17時

月～金曜日（祝除）
9時～17時（除12時～13時）

24時間

24時間

月～金曜日（祝除）
8時30分～17時15分
月曜日（祝除）
13時～16時

月曜日
10時～16時

配偶者からの暴力被害者支援情報サイト（内閣府） http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

電話

0564-23-3113

0564-23-3241

0564-23-3241

0564-23-6769

0564-23-6778

0564-27-2719

052-962-2527

052-962-2528

052-953-9110

0120-67-7830

052-961-0888

0564-58-0110

0570-070-810

050-3070-4498

052-979-0355

名称等

電話相談

面接相談【要予約】

法律相談【要予約】

母子相談

DV電話相談

女性悩みごと相談

電話相談

面接相談【要予約】

法律相談【要予約】

弁護士による
DV専門電話相談

住民相談室

性犯罪被害相談
（レディースホットライン）

ストーカー110番

女性の人権ホットライン

電話相談

電話相談

相談担当

岡崎市
文化活動推進課
男女共同参画班
（図書館交流プラザ2階）

岡崎市
家庭児童課
（岡崎市役所東庁舎1階）

西三河駐在室
（西三河総合庁舎9階）

愛知県女性相談センター

愛知県警察本部

岡崎警察署

名古屋法務局

かけこみ女性センター
あいち

フェミニストサポート
センター東海（NPO）

女性相談のご案内女性相談のご案内女性相談のご案内
～ひとりで悩んでいませんか～

人は大切にされ、安全で安心して、自由に生きる権利があります。
不安や悩みに気づいたら、ひとりで抱えず安心できる誰かに相談しましょう。

解決への一歩を踏みだしてみませんか。

あなたの気持ちに寄り添い、あなたの勇気を応援します。
まずは、お気軽にお電話ください（秘密は守られます）。

「女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク」

あなたらしい生き方を取り戻すことができるよう、まずは電話相談を‼

緊急のとき、身の危険を感じたときは、迷わず110番通報を！

～岡崎市は、配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶をめざし、安全で安心な社会作りに取り組んでいます～

女
性
相
談


